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(57)【要約】
【課題】被検体が確認する表示部に適切な表示内容を表
示しつつ、検査をスムーズに行うこと。
【解決手段】実施形態の超音波診断装置は、判定部と、
表示制御部とを備える。判定部は、被検体の超音波画像
に基づいて所定の計測項目について計測された計測値が
所定の範囲外であるか否か、又は、被検体に関する情報
が所定の内容であるか否かを判定する。表示制御部は、
判定部により、計測値が所定の範囲外であると判定され
た場合、又は、被検体に関する情報が所定の内容である
と判定された場合に、互いに表示する表示内容が異なる
ように第１の表示部及び第２の表示部を制御する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の超音波画像に基づいて所定の計測項目について計測された計測値が所定の範囲
外であるか否か、又は、前記被検体に関する情報が所定の内容であるか否かを判定する判
定部と、
　前記判定部により、前記計測値が前記所定の範囲外であると判定された場合、又は、前
記被検体に関する情報が前記所定の内容であると判定された場合に、互いに表示する表示
内容が異なるように第１の表示部及び第２の表示部を制御する表示制御部と、
　を備える、超音波診断装置。
【請求項２】
　前記超音波画像に基づいて、複数の計測項目それぞれの計測値を計測する計測部と、
　前記表示制御部は、前記計測部により計測された複数の計測値のうち前記所定の計測項
目についての計測値が前記所定の範囲外であると前記判定部により判定された場合には、
前記複数の計測値及び前記超音波画像を表示するように前記第１の表示部を制御するとと
もに、前記所定の計測項目についての計測値を表示しないように前記第２の表示部を制御
する、請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記表示制御部は、前記所定の計測項目についての計測値が前記所定の範囲外であると
前記判定部により判定された場合には、前記複数の計測値を表示しないように前記第２の
表示部を制御する、請求項２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記表示制御部は、前記被検体に関する情報が前記所定の内容であると前記判定部によ
り判定された場合には、前記所定の内容に基づいた計測項目の計測に用いられる表示オブ
ジェクトを表示するように前記第１の表示部を制御するとともに、前記表示オブジェクト
を表示しないように前記第２の表示部を制御する、請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記表示制御部は、前記被検体に関する情報が前記所定の内容であると前記判定部によ
り判定された場合には、前記超音波画像を表示するように前記第１の表示部を制御すると
ともに、前記第１の表示部に前記超音波画像が表示されてから所定時間が経過するまで、
前記超音波画像を表示しないように前記第２の表示部を制御する、請求項１に記載の超音
波診断装置。
【請求項６】
　ユーザから指示を受け付ける受付部を更に備え、
　前記表示制御部は、前記第１の表示部に複数の計測値及び前記超音波画像が表示されて
から所定時間が経過するまでの間に、前記受付部により前記指示が受け付けられた場合に
は、前記受付部により前記指示が受け付けられた際に表示していた表示内容の表示を維持
するように前記第２の表示部を制御するか、又は、所定の表示内容を表示するように前記
第２の表示部を制御する、請求項５に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　被検体の超音波画像に基づいて、複数の計測項目それぞれの計測値を計測する計測部と
、
　前記計測部により計測された複数の計測値及び前記超音波画像を表示するように第１の
表示部を制御するとともに、前記複数の計測値のうち所定の計測項目の計測項目の計測値
を表示しないように第２の表示部を制御する表示制御部と、
　を備える、超音波診断装置。
【請求項８】
　前記表示制御部は、前記第２の表示部に表示されている表示内容と異なる表示内容を所
定の表示態様で表示するように前記第１の表示部を制御する、請求項１～７の何れか１項
に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
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　前記表示制御部は、前記第２の表示部に表示されている表示内容を、前記第１の表示部
の所定の表示領域内に表示させる、請求項１～７の何れか１項に記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被検体の超音波画像を用いて、複数の計測項目について、被検体を計測して計測
値を得る超音波診断装置がある。また、例えば、医師用のモニタと被検体用のモニタとを
備え、被検体に不安を生じさせずに、検査をスムーズに行うために、被検体用のモニタに
は、複数の計測項目の全ての計測値を表示させないようにする超音波診断装置がある。
【０００３】
　しかしながら、上述した従来の超音波診断装置では、全ての計測値を被検体用のモニタ
に表示させないため、被検体が不安にならず、かつ、被検体が確認したいような計測項目
の計測値までもが被検体用のモニタに表示されない場合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１０１０７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、被検体が確認する表示部に適切な表示内容を表示し
つつ、検査をスムーズに行うことができる超音波診断装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態の超音波診断装置は、判定部と、表示制御部とを備える。判定部は、被検体の
超音波画像に基づいて所定の計測項目について計測された計測値が所定の範囲外であるか
否か、又は、被検体に関する情報が所定の内容であるか否かを判定する。表示制御部は、
判定部により、計測値が所定の範囲外であると判定された場合、又は、被検体に関する情
報が所定の内容であると判定された場合に、互いに表示する表示内容が異なるように第１
の表示部及び第２の表示部を制御する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成を説明するための図である
。
【図２】図２は、図１に示す制御部の機能構成の一例を示す図である。
【図３】図３は、本体モニタ及び被検体用モニタそれぞれの表示内容の一例を示す図であ
る。
【図４】図４は、本体モニタ及び被検体用モニタそれぞれの表示内容の一例を示す図であ
る。
【図５】図５は、本体モニタ及び被検体用モニタそれぞれの表示内容の一例を示す図であ
る。
【図６】図６は、本体モニタ及び被検体用モニタそれぞれの表示内容の一例を示す図であ
る。
【図７】図７は、第１の実施形態に係る計測部、判定部及び表示制御部が実行する処理の
一例を説明するためのフローチャートである。
【図８】図８は、本体モニタ及び被検体用モニタそれぞれの表示内容の一例を示す図であ
る。
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【図９】図９は、第２の実施形態に係る制御部の機能構成の一例を示す図である。
【図１０】図１０は、操作者からの被検体用モニタの動画を停止させる指示を入力装置が
受け付けた場合に、表示制御部が実行する処理の一例を説明するための図である。
【図１１】図１１は、本体モニタ及び被検体用モニタそれぞれの表示内容の一例を示す図
である。
【図１２】図１２は、第２の実施形態に係る判定部及び表示制御部が実行する処理の一例
を説明するためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、添付図面を参照して、超音波診断装置の各実施形態を詳細に説明する。なお、以
下の各実施形態では、胎児の検査を行って、胎児の超音波画像や胎児を計測した計測値が
表示される場合について説明するが、各実施形態はこれに限られるものではない。
【０００９】
（第１の実施形態）
　まず、第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成について説明する。図１は、第１の
実施形態に係る超音波診断装置１００の構成を説明するための図である。図１に示すよう
に、第１の実施形態に係る超音波診断装置１００は、超音波プローブ１と、本体モニタ２
ａと、被検体用モニタ２ｂと、入力装置３と、装置本体１０とを有する。
【００１０】
　超音波プローブ１は、超音波を送信するとともに反射波を受信する超音波トランスデュ
ーサを有する。超音波トランスデューサは、複数の超音波振動子を有する。複数の超音波
振動子は、後述する装置本体１０が有する送受信部１１から供給される駆動信号に基づき
超音波を発生する。そして、複数の超音波振動子は、被検体Ｐからの反射波を受信して、
受信した反射波を電気信号に変換する。超音波トランスデューサは、超音波振動子に設け
られる音響整合層と、超音波振動子から後方への超音波の伝播を抑制する背面負荷材（バ
ッキング材）等を有する。超音波プローブ１は、装置本体１０と着脱自在に接続される。
【００１１】
　例えば、超音波プローブ１から被検体Ｐに超音波が送信されると、送信された超音波は
、被検体Ｐの体内組織における音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、反射波
として超音波プローブ１が有する複数の超音波振動子にて受信される。反射波は、当該反
射波を受信した超音波振動子で電気信号である反射波信号に変換される。反射波信号の振
幅は、超音波が反射される不連続面における音響インピーダンスの差に依存する。なお、
送信された超音波パルスが、移動している血流や心臓壁等の表面で反射された場合の反射
波信号は、ドプラ効果により、移動体の超音波送信方向に対する速度成分に依存して、周
波数偏移を受ける。
【００１２】
　本体モニタ２ａは、超音波診断装置１００の操作者（診療放射線技師や医師等）が超音
波画像や複数の計測項目の計測値を確認するためのモニタである。本体モニタ２ａは、操
作者が入力装置３を用いて各種設定要求を入力するためのＧＵＩ（Graphical　User　Int
erface）を表示したり、装置本体１０において生成された超音波画像や複数の計測項目の
計測値等を表示したりする。本体モニタ２ａは、表示内容が検査中の被検体Ｐから見えな
いように配置されることが好ましい。本体モニタ２ａは、第１の表示部の一例である。
【００１３】
　被検体用モニタ２ｂは、検査中の被検体Ｐが超音波画像等を確認するためのモニタであ
る。モニタ２ｂは、装置本体１０において生成された超音波画像や、この超音波画像を用
いた計測により得られた複数の計測項目の複数の計測値のうち、所定の範囲外である所定
の計測項目の計測値を除いた計測値等を表示したりする。被検体用モニタ２ｂは、第２の
表示部の一例である。
【００１４】
　入力装置３は、トラックボール、スイッチ、ダイヤル、タッチコマンドスクリーン等を
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有する。入力装置３は、超音波診断装置１００の操作者からの各種指示を受け付け、装置
本体１０に対して、受け付けた指示を転送する。例えば、入力装置３は、超音波プローブ
１を制御するための各種指示を受け付けて、制御部１８に転送する。また、入力装置３は
、各種の計測項目の計測値を計測する指示を受け付けて、受け付けた指示を制御部１８に
転送する。入力装置３は、ユーザから指示を受け付ける受付部の一例である。
【００１５】
　装置本体１０は、超音波プローブ１による超音波の送受信を制御して、超音波プローブ
１が受信した反射波に基づいて超音波画像を生成する装置である。装置本体１０は、図１
に示すように、送受信部１１と、Ｂモード処理部１２と、ドプラ処理部１３と、画像生成
部１４と、計測部１５と、画像メモリ１６と、内部記憶部１７と、制御部１８とを有する
。
【００１６】
　送受信部１１は、トリガ発生回路、遅延回路およびパルサ回路等を有し、超音波プロー
ブ１に駆動信号を供給する。パルサ回路は、所定のレート周波数で、送信超音波を形成す
るためのレートパルスを繰り返し発生する。また、遅延回路は、超音波プローブ１から発
生される超音波をビーム状に集束して送信指向性を決定するために必要な超音波振動子ご
との遅延時間を、パルサ回路が発生する各レートパルスに対し与える。また、トリガ発生
回路は、レートパルスに基づくタイミングで、超音波プローブ１に駆動信号（駆動パルス
）を印加する。すなわち、遅延回路は、各レートパルスに対し与える遅延時間を変化させ
ることで、超音波振動子面からの送信方向を任意に調整する。
【００１７】
　また、送受信部１１は、後述する制御部１８の指示に基づいて、所定のスキャンシーケ
ンスを実行するために、送信周波数、送信駆動電圧等を瞬時に変更可能な機能を有してい
る。特に、送信駆動電圧の変更は、瞬間にその値を切り替え可能なリニアアンプ型の発信
回路、または、複数の電源ユニットを電気的に切り替える機構によって実現される。
【００１８】
　また、送受信部１１は、アンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、加算器等を有し、超音波プローブ
１において発生した反射波信号に対して各種処理を行なって反射波データを生成する。ア
ンプ回路は、反射波信号をチャンネルごとに増幅してゲイン補正処理を行なう。Ａ／Ｄ変
換器は、ゲイン補正された反射波信号をＡ／Ｄ変換し、デジタルデータに受信指向性を決
定するのに必要な遅延時間を与える。加算器は、Ａ／Ｄ変換器によって処理された反射波
信号の加算処理を行なって反射波データを生成する。加算器の加算処理により、反射波信
号の受信指向性に応じた方向からの反射成分が強調される。このように、送受信部１１は
、超音波の送受信における送信指向性と受信指向性とを制御する。
【００１９】
　Ｂモード処理部１２は、送受信部１１から反射波データを受信し、対数増幅、包絡線検
波処理等を行なって、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータ（Ｂモードデータ）を
生成する。
【００２０】
　ドプラ処理部１３は、送受信部１１から受信した反射波データから速度情報を周波数解
析し、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し、平均速度、分散、パワ
ー等の移動体情報を多点について抽出したデータ（ドプラデータ）を生成する。
【００２１】
　画像生成部１４は、Ｂモード処理部１２及びドプラ処理部１３が生成したデータから超
音波画像を生成する。すなわち、画像生成部１４は、Ｂモード処理部１２が生成したＢモ
ードデータから反射波の強度を輝度にて表したＢモード画像を生成する。また、画像生成
部１４は、ドプラ処理部１３が生成したドプラデータから移動体情報を表す平均速度画像
、分散画像、パワー画像、又は、これらの組み合わせ画像としてのカラードプラ画像を生
成する。
【００２２】
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　計測部１５は、超音波画像に基づいて、被検体Ｐに含まれる胎児を複数の計測項目それ
ぞれについて計測して計測値を得る。すなわち、計測部１５は、複数の計測項目それぞれ
の計測値を計測する。例えば、計測部１５は、計測項目「ＣＲＬ（頭殿長）」の計測値、
及び、計測項目「ＮＴ（胎児頚部浮腫）」の計測値等を計測する。なお、計測部１５は、
計測項目「ＮＴ」の計測値を計測する際に、ＮＴ計測用の計測キャリパーを表示させる指
示を制御部１８に送信する。
【００２３】
　画像メモリ１６は、画像生成部１４が生成した超音波画像を記憶するメモリである。ま
た、画像メモリ１６は、Ｂモード処理部１２やドプラ処理部１３が生成したデータを記憶
することも可能である。
【００２４】
　内部記憶部１７は、超音波送受信、画像処理及び表示処理を行なうための制御プログラ
ムや、患者情報や、診断プロトコルや各種ボディーマーク等の各種データを記憶する。こ
こで、患者情報には、例えば、患者ＩＤ、患者の性別、患者の年齢、過去の検査結果、医
師の所見等が含まれる。また、内部記憶部１７は、必要に応じて、画像メモリ１６が記憶
する画像の保管等にも使用される。
【００２５】
　また、本実施形態に係る内部記憶部１７は、被検体Ｐに関する情報の一例として計測項
目情報を記憶する。計測項目情報は、被検体Ｐごとに、被検体Ｐが、計測していることが
分かると不安になる可能性が高い計測項目が登録された情報である。操作者は、予め、こ
のような計測項目情報を生成し、入力装置３を介して、計測項目情報を内部記憶部１７に
記憶させる。すなわち、操作者は、被検体Ｐごとに、計測していることが分かると不安に
なる可能性が高い計測項目を設定することができる。
【００２６】
　制御部１８は、情報処理装置（計算機）としての機能を実現する制御プロセッサ（ＣＰ
Ｕ：Central　Processing　Unit）であり、超音波診断装置１００の処理全体を制御する
。具体的には、制御部１８は、入力装置３を介して操作者から入力された各種指示や、内
部記憶部１７から読込んだ各種制御プログラム及び各種データに基づき、送受信部１１、
Ｂモード処理部１２、ドプラ処理部１３、画像生成部１４及び計測部１５の処理を制御す
る。例えば、制御部１８は、入力装置３から転送された、所定の計測項目（計測項目「Ｃ
ＲＬ」又は計測項目「ＮＴ」）の計測値を計測する指示を受信すると、受信した指示にし
たがって、所定の計測項目の計測値を計測するように、計測部１５を制御する。
【００２７】
　また、制御部１８は、画像メモリ１６が記憶する超音波画像や、内部記憶部１７が記憶
する各種画像、又は、画像生成部１４による処理を行なうためのＧＵＩ、画像生成部１４
の処理結果等を本体モニタ２ａにて表示するように制御する。これにより、例えば、超音
波画像の動画像が所定のフレームレートで表示される。
【００２８】
　以上、第１の実施形態に係る超音波診断装置１００の全体構成について説明した。かか
る構成のもと、第１の実施形態に係る超音波診断装置１００は、詳細を以下に説明するよ
うに、被検体Ｐが確認する被検体用モニタ２ｂに適切な表示内容を表示しつつ、検査をス
ムーズに行うことができる。
【００２９】
　次に、制御部１８の機能構成の一例について説明する。図２は、図１に示す制御部１８
の機能構成の一例を示す図である。図２の例に示すように、制御部１８は、判定部１８ａ
と、表示制御部１８ｂとを備える。
【００３０】
　判定部１８ａは、被検体Ｐの検査において、計測部１５により計測が開始されると、内
部記憶部１７に記憶された上述の計測項目情報を参照する。そして、判定部１８ａは、計
測部１５により計測が開始された計測項目が、計測項目情報に含まれるか否かを判定する
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。これにより、計測が開始された計測項目を計測していることが分かると、被検体Ｐが不
安になるか否かを判定することができる。
【００３１】
　ここで、計測項目情報に、計測項目「ＮＴ」が登録されており、計測部１５により計測
が開始された計測項目が計測項目「ＮＴ」である場合について説明する。この場合には、
判定部１８ａは、計測部１５により計測が開始された計測項目「ＮＴ」が、計測項目情報
に含まれると判定する。
【００３２】
　また、判定部１８ａは、計測部１５により計測された計測値の中に、所定の計測項目の
計測値があるか否かを判定する。ここで、所定の計測項目は、予め操作者によって設定さ
れている。例えば、所定の計測項目とは、計測値が所定の範囲外である場合には、その計
測値を被検体Ｐが確認すると不安になる可能性が高い計測項目である。具体例を挙げて説
明すると、所定の計測項目とは、例えば、計測項目「ＮＴ」を指す。計測項目「ＮＴ」の
計測値が所定の範囲外、例えば３ｍｍ以上である場合には、被検体Ｐが、この計測値を確
認すると不安になる場合がある。なお、この所定の範囲は、操作者により設定及び変更可
能である。
【００３３】
　そこで、判定部１８ａは、計測部１５により計測された計測値の中に上述の所定の計測
項目の計測値があると判定した場合には、計測部１５により計測された所定の計測項目の
計測値が所定の範囲外であるか否かを判定する。
【００３４】
　表示制御部１８ｂは、計測部１５により計測が開始された計測項目が、計測項目情報に
含まれると判定部１８ａにより判定された場合には、互いに異なる表示内容を表示するよ
うに、本体モニタ２ａと被検体用モニタ２ｂとを制御する。
【００３５】
　また、表示制御部１８ｂは、計測部１５により計測された所定の計測項目の計測値が所
定の範囲外であると判定部１８ａにより判定された場合にも、互いに異なる表示内容を表
示するように、本体モニタ２ａと被検体用モニタ２ｂとを制御する。
【００３６】
　ここで、計測部１５により計測が開始された計測項目が、計測項目情報に含まれると判
定部１８ａにより判定された場合に、表示制御部１８ｂが実行する処理の一例について説
明する。例えば、表示制御部１８ｂは、超音波画像、計測部１５により計測が開始された
計測項目の計測キャリパー、及び、計測部１５により計測された全ての計測値を表示する
ように本体モニタ２ａを制御する。これに加えて、表示制御部１８ｂは、計測部１５によ
り計測された全ての計測値のうち、所定の範囲外である所定の計測項目の計測値を除いた
計測値、及び、超音波画像を表示するように被検体用モニタ２ｂを制御する。これにより
、被検体用モニタ２ｂには、計測キャリパーが表示されない。この計測キャリパーは、表
示されると、この計測キャリパーが用いられた計測が行われていることが被検体Ｐに分か
ってしまうような表示オブジェクトである。したがって、被検体Ｐは、計測キャリパーが
表示されないので、この計測キャリパーが用いられた計測が行われていることを把握せず
にすむ。したがって、この場合、被検体Ｐは、不安になる可能性が低い。
【００３７】
　図３は、本体モニタ２ａ及び被検体用モニタ２ｂそれぞれの表示内容の一例を示す図で
ある。なお、ここでは、計測項目情報に計測項目「ＮＴ」が含まれており、計測部１５に
より計測が開始された計測項目「ＮＴ」が計測項目情報に含まれると判定部１８ａにより
判定された場合について説明する。この場合、表示制御部１８ｂは、超音波画像２０、Ｎ
Ｔ計測用の計測キャリパー２０ａ、及び、計測部１５により計測された計測項目「ＣＲＬ
」、「ＮＴ」の計測値「５４．０ｍｍ」、「１．４６ｍｍ」を表示するように本体モニタ
２ａを制御する。これにより、本体モニタ２ａには、図３の（ａ）に示す表示内容が表示
される。
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【００３８】
　また、表示制御部１８ｂは、超音波画像２０、及び、計測部１５により計測された計測
項目「ＣＲＬ」の計測値「５４．０ｍｍ」を表示するように被検体用モニタ２ｂを制御す
る。すなわち、このとき、表示制御部１８ｂは、計測キャリパー２０ａ、及び、計測項目
情報に含まれる計測項目「ＮＴ」の計測値「１．４６ｍｍ」を表示しないように被検体モ
ニタ２ｂを制御する。これにより、被検体用モニタ２ｂには、図３の（ｂ）に示す表示内
容が表示される。このように、本実施形態に係る超音波診断装置１００によれば、計測項
目情報に含まれない計測項目「ＣＲＬ」の計測値「５４．０ｍｍ」が被検体用モニタ２ａ
に表示される。ここで、計測項目情報に含まれない計測項目「ＣＲＬ」の計測値は、被検
体Ｐが不安にならず、かつ、被検体Ｐが確認したいような計測項目の計測値である場合が
ある。
【００３９】
　また、本実施形態に係る超音波診断装置１００によれば、計測キャリパー２０ａ、及び
、計測項目情報に含まれる計測項目「ＮＴ」の計測値「１．４６ｍｍ」が被検体用モニタ
２ａに表示されない。ここで、計測キャリパー２０ａは、表示されると、計測項目「ＮＴ
」について計測していることが被検体Ｐに分かってしまう表示オブジェクトである。よっ
て、被検体Ｐは、被検体用モニタ２ｂの表示内容を確認しても、不安になる可能性が低い
。以上のことから、本実施形態に係る超音波診断装置１００によれば、被検体Ｐが確認す
る被検体用モニタ２ｂに適切な表示内容を表示しつつ、検査をスムーズに行うことができ
る。
【００４０】
　なお、図３の例では、領域２１は、複数の計測項目の計測値が表示される領域である。
図３の例では、複数の計測項目の計測値に加え、妊娠週数（ＧＡ）や、検査日（ＥＤＤ）
等も領域２１に表示されている。表示制御部１８ｂは、計測部１５により計測が開始され
た計測項目が、計測項目情報に含まれると判定部１８ａにより判定された場合に、領域２
１の表示内容を表示しないように被検体用モニタ２ｂを制御することもできる。
【００４１】
　次に、計測部１５により計測が開始された計測項目が、計測項目情報に含まれないと判
定部１８ａにより判定された場合に、表示制御部１８ｂが実行する処理の一例について説
明する。例えば、表示制御部１８ｂは、超音波画像、計測部１５により計測が開始された
計測項目の計測キャリパー、及び、計測部１５により計測された全ての計測値を表示する
ように本体モニタ２ａを制御する。これに加えて、表示制御部１８ｂは、計測部１５によ
り計測された全ての計測値のうち、所定の範囲外である所定の計測項目の計測値を除いた
計測値、超音波画像、及び、計測キャリパーを表示するように被検体用モニタ２ｂを制御
する。このとき、計測キャリパーが被検体用モニタ２ｂに表示されていても、被検体Ｐが
不安になる可能性が低いと考えられる。そこで、表示制御部１８ｂは、上述したように、
計測キャリパーを表示するように被検体モニタ２ｂを制御する。
【００４２】
　図４は、本体モニタ２ａ及び被検体用モニタ２ｂそれぞれの表示内容の一例を示す図で
ある。なお、ここでは、計測項目情報に計測項目「ＮＴ」が含まれておらず、計測部１５
により計測が開始された計測項目「ＮＴ」が計測項目情報に含まれないと判定部１８ａに
より判定された場合について説明する。この場合、表示制御部１８ｂは、超音波画像２０
、計測キャリパー２０ａ、及び、計測部１５により計測された計測項目「ＣＲＬ」の計測
値「５４．０ｍｍ」を表示するように本体モニタ２ａ及び被検体用モニタ２ｂを制御する
。これにより、本体モニタ２ａには、図４の（ａ）に示す表示内容が表示され、被検体用
モニタ２ｂには、図４の（ｂ）に示す表示内容が表示される。なお、この段階では、計測
キャリパー２０ａが設定されただけで、まだ、計測部１５によって計測項目「ＮＴ」の計
測値が計測されていないため、計測項目「ＮＴ」の計測値は、本体モニタ２ａ及び被検体
用モニタ２ｂには表示されない。
【００４３】
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　そして、計測キャリパーが本体モニタ２ａ及び被検体用モニタ２ｂに表示されると、判
定部１８ａにより、上述したように、計測部１５により新たに計測された計測値の中に上
述の所定の計測項目の計測値があるか否かが判定される。そして、計測部１５により新た
に計測された計測値の中に所定の計測項目の計測値があると判定された場合には、判定部
１８ａにより、計測部１５により新たに計測された所定の計測項目の計測値が所定の範囲
外であるか否かが判定される。
【００４４】
　ここで、計測部１５により新たに計測された計測値の中に所定の計測項目の計測値がな
いと判定部１８ａにより判定された場合に、表示制御部１８ｂが実行する処理の一例につ
いて説明する。例えば、表示制御部１８ｂは、計測部１５により新たに計測された計測値
を更に表示するように、本体モニタ２ａ及び被検体用モニタ２ｂを制御する。
【００４５】
　図５は、本体モニタ２ａ及び被検体用モニタ２ｂそれぞれの表示内容の一例を示す図で
ある。なお、ここでは、所定の計測項目が計測項目「ＮＴ」ではなく、計測部１５により
新たに計測された計測項目「ＮＴ」の計測値の中に、所定の計測項目の計測値がないと判
定部１８ａにより判定された場合について説明する。表示制御部１８ｂは、計測部１５に
より新たに計測された計測値「１．４６ｍｍ」を更に表示するように、本体モニタ２ａ及
び被検体用モニタ２ｂを制御する。これにより、本体モニタ２ａには、図５の（ａ）に示
す表示内容が表示され、被検体用モニタ２ｂには、図５の（ｂ）に示す表示内容が表示さ
れる。
【００４６】
　次に、判定部１８により、計測部１５により新たに計測された計測値の中に所定の計測
項目の計測値があると判定され、かつ、計測部１５により新たに計測された所定の計測項
目の計測値が所定の範囲外でないと判定された場合に、表示制御部１８ｂが実行する処理
の一例について説明する。例えば、この場合に、表示制御部１８ｂは、計測部１５により
新たに計測された所定の計測項目の計測値を更に表示するように、本体モニタ２ａ及び被
検体用モニタ２ｂを制御する。ここで、所定の計測項目が計測項目「ＮＴ」であり、その
計測値が「１．４６ｍｍ」である場合を例に挙げて説明する。この場合には、表示制御部
１８ｂは、計測部１５により新たに計測された計測項目「ＮＴ」の計測値「１．４６ｍｍ
」を更に表示するように、本体モニタ２ａ及び被検体用モニタ２ｂを制御する。これによ
り、例えば、本体モニタ２ａには、先の図５の（ａ）に示す表示内容が表示され、被検体
用モニタ２ｂには、先の図５の（ｂ）に示す表示内容が表示される。ここで、計測項目「
ＮＴ」の計測値「１．４６ｍｍ」が所定の範囲外でないため、この計測値が被検体用モニ
タ２ｂに表示されて、被検体Ｐがこの計測値を確認しても不安になる可能性は低い。した
がって、本実施形態に係る超音波診断装置１００によれば、被検体Ｐが確認する被検体用
モニタ２ｂに適切な表示内容を表示しつつ、検査をスムーズに行うことができる。
【００４７】
　次に、判定部１８により、計測部１５により新たに計測された計測値の中に所定の計測
項目の計測値があると判定され、かつ、計測部１５により新たに計測された所定の計測項
目の計測値が所定の範囲外であると判定された場合に、表示制御部１８ｂが実行する処理
の一例について説明する。例えば、表示制御部１８ｂは、計測部１５により新たに計測さ
れた所定の計測項目の計測値を更に表示するように、本体モニタ２ａを制御する。これに
加えて、表示制御部１８ｂは、計測部１５により新たに計測された所定の設計項目の計測
値を表示しないように、被検体用モニタ２ｂを制御する。
【００４８】
　図６は、本体モニタ２ａ及び被検体用モニタ２ｂそれぞれの表示内容の一例を示す図で
ある。なお、ここでは、計測部１５により新たに計測された所定の計測項目「ＮＴ」の計
測値「３．５０ｍｍ」が、所定の範囲外、すなわち、３ｍｍ以上であると判定部１８ａに
より判定された場合について説明する。この場合、表示制御部１８ｂは、計測部１５によ
り新たに計測された計測値「３．５０ｍｍ」を更に表示するように、本体モニタ２ａを制
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御する。これにより、本体モニタ２ａには、図６の（ａ）に示す表示内容が表示される。
一方、表示制御部１８ｂは、計測部１５により新たに計測された計測値「３．５０ｍｍ」
を表示しないように、被検体用モニタ２ｂを制御する。これにより、被検体用モニタ２ｂ
には、図６の（ｂ）に示す表示内容が表示される。このように、本実施形態に係る超音波
診断装置１００によれば、計測項目「ＮＴ」の計測値「３．５０ｍｍ」が被検体用モニタ
２ａに表示されない。ここで、計測項目「ＮＴ」の計測値「３．５０ｍｍ」は、表示され
ると、被検体Ｐが不安になる可能性が高い計測値である。よって、被検体Ｐは、被検体用
モニタ２ｂの表示内容を確認しても、不安になる可能性が低い。したがって、本実施形態
に係る超音波診断装置１００によれば、被検体Ｐが確認する被検体用モニタ２ｂに適切な
表示内容を表示しつつ、検査をスムーズに行うことができる。
【００４９】
　次に、表示制御部１８ｂが、本体モニタ２ａと被検体用モニタ２ｂとで表示内容を異な
らせた場合に実行する処理の一例について説明する。例えば、表示制御部１８ｂは、被検
体用モニタ２ｂの表示内容と異なる本体モニタ２ａの表示内容を所定の表示態様で表示す
るように、本体モニタ２ａを制御する。例えば、表示制御部１８ｂは、被検体用モニタ２
ｂの表示内容と異なる本体モニタ２ａの表示内容を所定の色で表示するように、本体モニ
タ２ａを制御する。これにより、本体モニタ２ａに表示されている表示内容であって、被
検体モニタ２ｂに表示されていない表示内容を操作者に対して容易に把握させることがで
きる。
【００５０】
　例えば、図１の例に示す場合では、表示制御部１８ｂは、計測キャリパー２０ａ及び計
測項目「ＮＴ」の計測値「１．４６ｍｍ」を赤色で表示するように本体モニタ２０ａを制
御する。また、図６の例に示す場合では、表示制御部１８ｂは、計測項目「ＮＴ」の計測
値「３．５０ｍｍ」を赤色で表示するように本体モニタ２０ａを制御する。
【００５１】
　なお、表示制御部１８ｂは、被検体用モニタ２ｂの表示内容と異なる本体モニタ２ａの
表示内容を破線で表示することもできる。
【００５２】
　図７は、第１の実施形態に係る計測部１５、判定部１８ａ及び表示制御部１８ｂが実行
する処理の一例を説明するためのフローチャートである。かかる処理は、１枚の超音波画
像を本体モニタ２ａ及び被検体用モニタ２ｂに表示させるたびに実行される。
【００５３】
　図７に例示するように、超音波プローブ１が操作者により操作されて被検体Ｐの検査が
開始されると、計測部１５は、計測を開始する（ステップＳ１０１）。そして、判定部１
８ａは、内部記憶部１７に記憶された上述の計測項目情報を参照し、参照した内容を基に
、計測部１５により計測が開始された計測項目が、計測項目情報に含まれるか否かを判定
する（ステップＳ１０２）。
【００５４】
　計測部１５により計測が開始された計測項目が、計測項目情報に含まれると判定部１８
ａにより判定された場合（ステップＳ１０２；Ｙｅｓ）には、次の処理を行う。すなわち
、表示制御部１８ｂは、超音波画像、計測部１５により計測が開始された計測項目の計測
キャリパー、及び、計測部１５により計測された全ての計測値を表示するように本体モニ
タ２ａを制御する。これに加えて、表示制御部１８ｂは、計測部１５により計測された全
ての計測値のうち、所定の範囲外の所定の計測項目の計測値を除いた計測値、及び、超音
波画像を表示するように被検体用モニタ２ｂを制御する（ステップＳ１０３）。そして、
表示制御部１８ｂは、後述のステップＳ１０８に進む。
【００５５】
　一方、計測部１５により計測が開始された計測項目が、計測項目情報に含まれないと判
定部１８ａにより判定された場合（ステップＳ１０２；Ｎｏ）には、次の処理を行う。す
なわち、表示制御部１８ｂは、超音波画像、計測部１５により計測が開始された計測項目
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の計測キャリパー、及び、計測部１５により計測された全ての計測値を表示するように本
体モニタ２ａを制御する。これに加えて、表示制御部１８ｂは、計測部１５により計測さ
れた全ての計測値のうち、所定の範囲外である所定の計測項目の計測値を除いた計測値、
超音波画像、及び、計測キャリパーを表示するように被検体用モニタ２ｂを制御する（ス
テップＳ１０４）。
【００５６】
　そして、判定部１８ａは、計測部１５により新たに計測された計測値の中に、ユーザに
より設定された上述の所定の計測項目の計測値があるか否かを判定する（ステップＳ１０
５）。
【００５７】
　計測部１５により新たに計測された計測値の中に所定の計測項目の計測値があると判定
した場合（ステップＳ１０５；Ｙｅｓ）には、判定部１８ａは、計測部１５により新たに
計測された所定の計測項目の計測値が所定の範囲外であるか否かを判定する（ステップＳ
１０６）。
【００５８】
　計測部１５により新たに計測された所定の計測項目の計測値が所定の範囲外であると判
定部１８ａにより判定された場合（ステップＳ１０６；Ｙｅｓ）には、表示制御部１８ｂ
は、計測部１５により新たに計測された所定の計測項目の計測値を更に表示するように、
本体モニタ２ａを制御する。また、この場合には、表示制御部１８ｂは、計測部１５によ
り新たに計測された所定の計測項目の計測値を表示しないように、被検体用モニタ２ｂを
制御する（ステップＳ１０７）。
【００５９】
　そして、表示制御部１８ｂは、被検体用モニタ２ｂの表示内容と異なる本体モニタ２ａ
の表示内容を所定の表示態様で表示するように本体モニタ２ａを制御し（ステップＳ１０
８）、処理を終了する。
【００６０】
　また、計測部１５により新たに計測された所定の計測項目の計測値が所定の範囲外でな
いと判定部１８ａにより判定された場合（ステップＳ１０６；Ｎｏ）には、表示制御部１
８ｂは、計測部１５により新たに計測された所定の計測項目の計測値を更に表示するよう
に、本体モニタ２ａ及び被検体用モニタ２ｂを制御し（ステップＳ１０９）、処理を終了
する。
【００６１】
　また、計測部１５により新たに計測された計測値の中に所定の計測項目の計測値がない
と判定部１８ａにより判定された場合（ステップＳ１０５；Ｎｏ）には、表示制御部１８
ｂは、上述のステップＳ１０９に進む。
【００６２】
　以上、第１の実施形態について説明した。第１の実施形態に係る超音波診断装置１００
によれば、判定部１８ａが、被検体Ｐの超音波画像に基づいて所定の計測項目について計
測された計測値が所定の範囲外であるか否か、又は、被検体Ｐに関する情報が所定の内容
であるか否かを判定する。そして、表示制御部１８ｂは、判定部１８ａにより、計測値が
所定の範囲外であると判定された場合、又は、被検体Ｐに関する情報が所定の内容である
と判定された場合に、互いに表示する表示内容が異なるように本体モニタ２ａ及び被検体
用モニタ２ａを制御する。第１の実施形態に係る超音波診断装置１００によれば、上述し
たように、被検体Ｐが確認する被検体用モニタ２ｂに適切な表示内容を表示しつつ、検査
をスムーズに行うことができる。
【００６３】
　また、第１の実施形態に係る表示制御部１８ｂは、計測部１５により計測された複数の
計測値及び超音波画像を表示するように本体モニタ２ａを制御するとともに、複数の計測
値のうち、所定の範囲外である所定の計測項目の計測項目の計測値を表示しないように被
検体用モニタ２ｂを制御する。このように、第１の実施形態に係る表示制御部１８ｂは、
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全ての計測値を表示しないように被検体用モニタ２ｂを制御するのではなく、一部の計測
値を表示しないように被検体用モニタ２ｂを制御する。したがって、被検体Ｐが確認した
い計測項目の計測値が被検体用モニタ２ｂに表示される場合がある。したがって、第１の
実施形態に係る超音波診断装置１００によれば、この点においても、被検体Ｐが確認する
被検体用モニタ２ｂに適切な表示内容を表示しつつ、検査をスムーズに行うことができる
。
【００６４】
　また、第１の実施形態に係る表示制御部１８ｂは、被検体Ｐに関する情報の一例である
計測項目情報に所定の内容（計測部１５により計測が開始された計測項目）が含まれてい
ると判定部１８ａにより判定された場合には、この所定の内容として設定された計測項目
の計測に用いられる計測キャリパーを表示するように本体モニタ２ａを制御するとともに
、この計測キャリパーを表示しないように被検体用モニタ２ｂを制御する。
【００６５】
　なお、ステップＳ１０７において、表示制御部１８ｂは、図８の（ｂ）に示すように、
領域２１の表示内容を全て表示しないように被検体用モニタ２ｂを制御することもできる
。なお、図８の（ａ）に示す内容は、図６の（ａ）に示す内容と同一である。
【００６６】
（第２の実施形態）
　次に、第２の実施形態に係る超音波診断装置について説明する。なお、第１の実施形態
と同様の構成については同一の符号を付して説明を省略する場合がある。図９は、第２の
実施形態に係る制御部１８の機能構成の一例を示す図である。第２の実施形態に係る超音
波診断装置は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１００と比して、図９の例に示すよ
うに、制御部１８が、判定部１８ｃと表示制御部１８ｄとを有する点が異なる。
【００６７】
　本実施形態では、被検体Ｐの検査を開始する際に、操作者が、本体モニタ２ａに表示さ
れた患者登録画面（図示せず）に、入力装置３を介して、被検体Ｐの各種の情報を入力す
ることにより、被検体Ｐの患者情報に、各種の情報を登録する。ここで、操作者は、例え
ば、被検体Ｐの性別や年齢、過去の検査結果などを入力して、性別や年齢、過去の検査結
果などを被検体Ｐの患者情報に登録する。また、操作者は、過去の検査結果が良好でない
場合、例えば、計測項目「ＦＥＷ（推定体重）」の過去の計測値が非常に小さい場合や計
測項目「ＮＴ」の過去の計測値が所定の範囲外である場合などには、患者登録画面に入力
装置３を介して、「被検体用モニタ２ｂの表示を遅らせる」旨の内容を入力することによ
り、被検体Ｐの患者情報に、「被検体用モニタ２ｂの表示を遅らせる」旨の内容を登録す
る。なお、被検体Ｐの患者情報は、被検体Ｐに関する情報の一例である。
【００６８】
　被検体Ｐの検査を開始する際に上述したような操作が操作者により行われた後に、判定
部１８ｃは、患者情報を参照して、被検体Ｐが３５歳以上の女性であるか否かを判定する
。これに加えて、判定部１８ｃは、患者情報を参照して、「被検体用モニタ２ｂの表示を
遅らせる」旨の内容が登録されているか否かを判定する。すなわち、判定部１８ｃは、患
者情報に所定の内容（被検体Ｐが３５歳以上の女性、「被検体用モニタ２ｂの表示を遅ら
せる」旨の内容）が登録されているか否かを判定する。
【００６９】
　表示制御部１８ｄは、超音波画像の動画を表示するように本体モニタ２ａ及び被検体用
モニタ２ｂを制御する。これにより、本体モニタ２ａ及び被検体用モニタ２ｂは、所定の
フレームレートで、超音波画像の動画を表示する。
【００７０】
　被検体Ｐの患者情報に所定の内容が登録されていると判定部１８ｃにより判定された場
合に、表示制御部１８ｄが実行する処理の一例について説明する。表示制御部１８ｄは、
互いに表示する表示内容が異なるように本体モニタ２ａ及び被検体用モニタ２ｂを制御す
る。例えば、表示制御部１８ｄは、超音波画像を表示するように本体モニタ２ａを制御す
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るとともに、本体モニタ２ａに超音波画像が表示されてから所定時間、例えば、５秒が経
過するまで、この超音波画像を表示しないように被検体用モニタ２ｂを制御する。なお、
計測部１５により既に１つ又は複数の計数項目について計測されて計測値が得られている
場合には、表示制御部１８ｄは、第１の実施形態と同様に、全ての計測値を表示するよう
に本体モニタ２ａを制御するとともに、全ての計測値のうち、所定の範囲外である所定の
計測項目の計測値を除いた計測値を表示するように被検体用モニタ２ｂを制御する。
【００７１】
　表示制御部１８ｄは、動画を構成する複数の超音波画像のうち、ある超音波画像を本体
モニタ２ａに表示させてから、所定時間が経過するまで、この超音波画像を表示しないよ
うに被検体用モニタ２ｂを制御する。すなわち、表示制御部１８ｄは、ある超音波画像を
本体モニタ２ａに表示させてから、所定時間が経過すると、この超音波画像を表示するよ
うに被検体用モニタ２ｂを制御する。このように、表示制御部１８ｄは、本体モニタ２ａ
及び被検体用モニタ２ｂにおいて超音波画像の動画を表示させるが、本体モニタ２ａと被
検体用モニタ２ｂとで所定時間分だけ表示タイミングをずらして、超音波画像の動画を表
示させる。
【００７２】
　ただし、表示制御部１８ｄは、操作者からの被検体用モニタ２ｂの動画を停止させる指
示を入力装置３が受け付けて、受け付けた指示が制御部１８に転送された場合には、指示
を受け付けた際に表示していた表示内容の表示を維持するように被検体用モニタ２ｂを制
御する。この場合の具体例について図１０を参照して説明する。
【００７３】
　図１０は、操作者からの被検体用モニタ２ｂの動画を停止させる指示を入力装置３が受
け付けた場合に、表示制御部１８ｄが実行する処理の一例を説明するための図である。図
１０の（ａ）に示す超音波画像３０が本体モニタ２ａに表示されると、操作者は、超音波
画像３０を確認する。そして、操作者は、超音波画像３０に含まれる胎児の奇形部分３０
ａを発見すると、このままでは、所定時間後に胎児の奇形部分３０ａが被検体用モニタ２
ｂに表示されてしまうので、被検体用モニタ２ｂの動画を停止させる指示を入力装置３を
介して入力する。入力装置３は、被検体用モニタ２ｂの動画を停止させる指示を受け付け
ると、受け付けた指示を制御部１８に転送する。
【００７４】
　被検体用モニタ２ｂの動画を停止させる指示が制御部１８に転送されると、表示制御部
１８ｄは、この指示を受け付けた際に表示していた超音波画像３１の表示を維持するよう
に被検体用モニタ２ｂを制御する。これにより、図１０の（ｂ）に示すように、被検体用
モニタ２ｂには、超音波画像３１が表示されたままとなり、奇形部分３０ａを含む超音波
画像３０が表示されなくなる。よって、本実施形態に係る超音波診断装置によれば、過去
の検査結果が良好でない被検体Ｐや高齢出産を控えている妊婦である被検体Ｐが、確認す
ると不安になるような奇形部分３０ａを含む超音波画像３０を確認しなくてすむ。したが
って、本実施形態に係る超音波診断装置によれば、被検体Ｐが確認する被検体用モニタ２
ｂに適切な表示内容を表示しつつ、検査をスムーズに行うことができる。
【００７５】
　なお、表示制御部１８ｄは、超音波画像３１の表示を維持するように被検体用モニタ２
ｂを制御するのではなく、被検体用モニタ２ｂの全表示領域が非表示となるように被検体
用モニタ２ｂを制御したり、被検体Ｐがリラックスできるような所定の風景画像を表示す
るように被検体用モニタ２ｂを制御したりすることもできる。
【００７６】
　また、被検体用モニタ２ｂの動画を停止させる指示が制御部１８に転送されると、表示
制御部１８ｄは、本体モニタ２ａに対しては次のような制御を行う。すなわち、表示制御
部１８ｄは、本体モニタ２ａに対しては、表示を停止させることなく、超音波画像の動画
を表示させ続ける。
【００７７】
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　図１１は、本体モニタ２ａ及び被検体用モニタ２ｂそれぞれの表示内容の一例を示す図
である。そして、図１１の例に示すように、表示制御部１８ｄは、本体モニタ２ａの全表
示領域のうちの所定の表示領域３０ｂに、被検体用モニタ２ｂの表示内容、例えば、超音
波画像３１等を表示するように、本体モニタ２ａを制御する。これにより、本体モニタ２
ａの表示内容を操作者に確認させるだけで、被検体用モニタ２ｂの表示内容を操作者に把
握させることが可能になる。
【００７８】
　ここで、操作者が、入力装置３を介して、被検体用モニタ２ｂの動画を再開させる指示
を入力した場合について説明する。この場合、入力装置３は、被検体用モニタ２ｂの動画
を再開させる指示を受け付けると、受け付けた指示を制御部１８に転送する。被検体用モ
ニタ２ｂの動画を再開させる指示が制御部１８に転送されると、表示制御部１８ｄは、本
体モニタ２ａに表示されてから所定時間分だけ遅れて超音波画像の動画を表示するように
被検体用モニタ２ｂを制御する。すなわち、表示制御部１８ｄは、本体モニタ２ａから所
定時間分だけ遅れて超音波画像の動画を再開するように、被検体用モニタ２ｂを制御する
。
【００７９】
　図１２は、第２の実施形態に係る判定部１８ｃ及び表示制御部１８ｄが実行する処理の
一例を説明するためのフローチャートである。かかる処理は、操作者によって、１人の被
検体Ｐの患者情報に各種の情報が登録されるたびに実行される。
【００８０】
　図１２に例示するように、被検体Ｐの患者情報への登録が操作者により行われた後に、
判定部１８ｃは、患者情報に所定の内容（被検体Ｐが３５歳以上の女性、「被検体用モニ
タ２ｂの表示を遅らせる」旨の内容）が登録されているか否かを判定する（ステップＳ２
０１）。
【００８１】
　被検体Ｐの患者情報に所定の内容が登録されていないと判定部１８ｃにより判定された
場合（ステップＳ２０１；Ｎｏ）には、表示制御部１８ｄは、超音波画像の動画を表示す
るように本体モニタ２ａ及び被検体用モニタ２ｂを制御し（ステップＳ２０２）、後述の
ステップＳ２０７へ進む。これにより、胎児に奇形が発生する可能性が低い過去の検査結
果が良好である被検体Ｐ等に対しては、本体モニタ２ａと同一の表示タイミングで超音波
画像の動画が被検体用モニタ２ｂで表示される。なお、ステップＳ２０２において、計測
部１５により１つ又は複数の計測値が計測されている場合には、表示制御部１８ｄは、第
１の実施形態と同様に、全ての計測値を表示するように本体モニタ２ａを制御するととも
に、全ての計測値のうち、所定の範囲外である所定の計測項目の計測値を除いた計測値を
表示するように被検体用モニタ２ｂを制御する。
【００８２】
　表示制御部１８ｄは、被検体Ｐの患者情報に所定の内容が登録されていると判定部１８
ｃにより判定された場合（ステップＳ２０１；Ｙｅｓ）には、表示制御部１８ｄは、超音
波画像の動画を表示するように本体モニタ２ａを制御する。これに加えて、表示制御部１
８ｄは、本体モニタ２ａに超音波画像が表示されてから所定時間、例えば、５秒が経過す
るまで、この超音波画像を表示しないように被検体用モニタ２ｂを制御する（ステップＳ
２０３）。なお、ステップＳ２０３において、計測部１５により１つ又は複数の計測値が
計測されている場合には、表示制御部１８ｄは、第１の実施形態と同様に、全ての計測値
を表示するように本体モニタ２ａを制御するとともに、全ての計測値のうち、所定の範囲
外である所定の計測項目の計測値を除いた計測値を表示するように被検体用モニタ２ｂを
制御する。
【００８３】
　そして、表示制御部１８ｄは、本体モニタ２ａの全表示領域のうちの所定の表示領域３
０ｂに、被検体用モニタ２ｂの表示内容、すなわち、超音波画像３１等を表示するように
、本体モニタ２ａを制御する（ステップＳ２０４）。
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【００８４】
　そして、表示制御部１８ｄは、操作者からの被検体用モニタ２ｂの動画を停止させる指
示が入力装置３から制御部１８に転送されたか否かを判定する（ステップＳ２０５）。被
検体用モニタ２ｂの動画を停止させる指示が入力装置３から制御部１８に転送されていな
いと判定した場合（ステップＳ２０５；Ｎｏ）には、表示制御部１８ｄは、ステップＳ２
０３に戻る。
【００８５】
　一方、被検体用モニタ２ｂの動画を停止させる指示が入力装置３から制御部１８に転送
されたと判定した場合（ステップＳ２０５；Ｙｅｓ）には、表示制御部１８ｄは、この指
示を受け付けた際に表示していた表示内容の表示を維持するように被検体用モニタ２ｂを
制御する。これに加えて、表示制御部１８ｄは、本体モニタ２ａに対しては、表示を停止
させることなく、超音波画像の動画を表示させ続ける（ステップＳ２０６）。
【００８６】
　そして、表示制御部１８ｄは、検査を継続するか否かを判定する（ステップＳ２０７）
。検査を継続しないと判定した場合（ステップＳ２０７；Ｎｏ）には、表示制御部１８ｄ
は、処理を終了する。一方、検査を継続すると判定した場合（ステップＳ２０７；Ｙｅｓ
）には、表示制御部１８ｄは、操作者からの被検体用モニタ２ｂの動画を再開させる指示
が入力装置３から制御部１８に転送されたか否かを判定する（ステップＳ２０８）。
【００８７】
　操作者からの被検体用モニタ２ｂの動画を再開させる指示が入力装置３から制御部１８
に転送されていないと判定した場合（ステップＳ２０８；Ｎｏ）には、表示制御部１８ｄ
は、ステップＳ２０６に戻る。一方、操作者からの被検体用モニタ２ｂの動画を再開させ
る指示が入力装置３から制御部１８に転送されたと判定した場合（ステップＳ２０８；Ｙ
ｅｓ）には、表示制御部１８ｄは、ステップＳ２０３に戻る。
【００８８】
　以上、第２の実施形態に係る超音波診断装置について説明した。第２の実施形態に係る
超音波診断装置によれば、判定部１８ｃが、被検体Ｐに関する情報が所定の内容であるか
否かを判定する。そして、表示制御部１８ｄは、判定部１８ｃにより被検体Ｐに関する情
報が所定の内容であると判定された場合に、互いに表示する表示内容が異なるように本体
モニタ２ａ及び被検体用モニタ２ａを制御する。第２の実施形態に係る超音波診断装置に
よれば、被検体Ｐが確認する被検体用モニタ２ｂに適切な表示内容を表示しつつ、検査を
スムーズに行うことができる。
【００８９】
　また、第２の実施形態に係る表示制御部１８ｄは、被検体Ｐに関する情報が所定の内容
であると判定部１８ｃにより判定された場合には、超音波画像を表示するように本体モニ
タ２ａを制御するとともに、本体モニタ２ａに超音波画像が表示されてから所定時間が経
過するまで、この超音波画像を表示しないように被検体用モニタ２ｂを制御する。
【００９０】
　また、第２の実施形態に係る表示制御部１８ｄは、本体モニタ２ａに超音波画像が表示
されてから所定時間が経過するまでの間に、入力装置３により指示が受け付けられた場合
には、入力装置３により指示が受け付けられた際に表示していた表示内容の表示を維持す
るように被検体用モニタ２ａを制御するか、又は、所定の表示内容、例えば、所定の風景
画像を表示するように被検体用モニタ２ａを制御する。
【００９１】
　なお、第２の実施形態に係る表示制御部１８ｄは、第１の実施形態と同様に、被検体用
モニタ２ａに表示されている表示内容と異なる表示内容を所定の表示態様で表示するよう
に本体モニタ２ａを制御することもできる。
【００９２】
　以上述べた少なくとも１つの実施形態の超音波診断装置によれば、被検体Ｐが確認する
被検体用モニタ２ｂに適切な表示内容を表示しつつ、検査をスムーズに行うことができる
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【００９３】
　なお、第１の実施形態において、第２の実施形態と同様に、表示制御部１８ｂは、本体
モニタ２ａの全表示領域のうちの所定の表示領域に、被検体用モニタ２ｂの表示内容を表
示するように、本体モニタ２ａを制御することもできる。
【００９４】
　また、第１の実施形態及び第２の実施形態において、表示制御部１８ｂ，１８ｄは、検
査中に操作者によって、被検体Ｐの過去の検査結果が記載されたワークシートが起動され
た場合には、被検体Ｐの過去の検査結果を表示するように本体モニタ２ａを制御するが、
被検体Ｐの過去の検査結果を表示しないように被検体用モニタ２ｂを制御することもでき
る。これにより、過去の検査結果に含まれる被検体Ｐを不安にさせる可能性が高い計測項
目の計測値を、被検体Ｐに把握させなくてすむ。
【００９５】
　また、第１の実施形態及び第２の実施形態において、表示制御部１８ｂ，１８ｄは、検
査中に操作者によって、他の被検体の類似の検査結果を表示する指示が入力装置３を介し
て入力された場合には、他の被検体の類似の検査結果を表示するように本体モニタ２ａを
制御するが、他の被検体の類似の検査結果を表示しないように被検体用モニタ２ｂを制御
することもできる。これにより、他の被検体の検査結果を被検体Ｐに把握させなくてすむ
。
【００９６】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【００９７】
　１　　　超音波診断装置
　１８ａ　判定部
　１８ｂ　表示制御部
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